
一般社団法人大阪府訪問看護ステーション協会 

第１回理事会議事録 

 

１．開催された日時 ２０２０年７月９日（木）１４時００分～１５時２０分 

 

２．開催された場所 公益社団法人 大阪介護支援専門員協会 研修室 

          （大阪市中央区大手前 1 丁目 7 番 31 号 OMM ビル 3 階） 

３．理事総数及び定足数 総数２４名、定足数１３名 

 

４．出席状況 ２２名 

出席理事：立石容子（会長）、小野惠美子（副会長）、髙澤洋子（副会長） 

松井由加里（副会長）、松本康代（副会長）、山口恵子（副会長） 

前川たかし、梶山直美、藤井照代、長濱あかし、山崎京子、米原早苗 

芋生和代、井坂徳子、井上ゆかり、村山真弓、塩津浩美、山本克美 

原田かおる、山本 恵、宮川光代、山本ゆかり 

欠席理事：中尾正俊、岩出るり子 

出席監事：安田照美、前久保邦昭、雨師みよ子 

 

５．議事 

 議事は高澤洋子副会長の司会で定足数の確認後、議長を立石容子が行うことを確認し、議

事録署名人として議長及び安田照美、前久保邦昭及び雨師みよ子３人の監事を選出し、開会

した。 

 

６．報告事項 

１）理事紹介 

 議長より、先日の定時総会及び理事会で就任した役員の紹介があった。 

 

２）2020 年度定時総会の報告 

 議長より、資料２の定時総会議事録を基に決議事項及び報告事項の説明があり、出席者で

確認した。 

 

３）2020 年度事業について 

 ⑴大阪府助成金事業 

   議長より資料 3 及び４を基に、今年度の大阪府からの補助金事業の概要とインター

ンシップ事業の実施方法の説明があった。 

 ⑵研修事業等の各種進捗状況 

  ア．研修関係 

    今年度の新卒、新任、中堅及び管理者対象の研修並びに現在募集中の研修について

資料 5－1 を基に説明があった。 



  イ．オンライン研修同意書 

    議長より、zoom によるオンライン研修が主軸となることに鑑み、講師依頼に際し、

講義の録画や録音を含めた 2 次使用についての同意を得る必要性が述べられ、顧問

弁護士との合同会議を経て作成した同意書（資料 5－2）につき説明があった。 

  ウ．教育ステーション 

    資料 5－3 として 2020 年度教育ステーションのチラシが配布された。 

  エ．精神科訪問看護算定要件研修 

    議長より、標記研修を定員 100 名に縮小した集合研修で行うことが報告された。 

 

４）理事報告 

 資料 6 を基に各理事より活動報告があった。 

 

７．検討事項 

１）理事の役割分担について 

 議長より、資料７の「役員任務・会議体制図（案）」を基に、今年度の理事の役割分担に

つき 1 理事 1 事業体制に助言指導機関として副会長を配置する案の説明があり、各理事は

これを承諾した。 

 

２）2020 年度理事会予定 

３）現諸規定の確認 

 議長より、資料 8 と９を基に、今年度の理事会予定及び現諸規定と変更又は改正規程等

を併せて確認した。 

 

４）府市要望書（案）について 

 議長、より大阪府予算の編成に対する要望書案（資料 10）を基に説明があった。他に要

望があれば、協会へ案を提出するよう呼びかけられた。 

 なお要望は、「協会事業に支援を要望する」という形式が有効であることが付言された。 

 なお、地域医療推進協議会の開催については以下の通り。 

  大阪府地域推進協議会 

   開催日時：7 月 31 日（金）14 時 

   開催場所：大阪府医師会館 2 階大ホール 

 

５）大阪訪問看護シンポジウム 

 検討事項１）で承諾があった通り、担当を山本恵理事とすることを確認した。 

 

３．その他 

１）ナースセンターからのお知らせ 

 議長の指名により松井副会長から就職フェアについて説明があった。コロナウイルスの

影響で今年度は担当者 1 名のみの参加となっており、担当者は理事を含めブロックで話し

合って決定する方向で進めるよう依頼があった。 

 また、看護職のための服飾・転職応援セミナーについて資料を基に説明があった。 

 



２）藍野大学認定看護管理者セカンドレベル研修について 

 議長より市医療を基に説明があった。地域包括ケアの十分な理解を目的としているので、

これをしっかりと説明できる人選が必要であるので、各理事に声掛けを行う。 

 

３）協会緊急連絡網 

 標記資料が配布され、連絡網の確認がなされた。 

 

４）障がい者への合理的配慮について 

 議長より、障がい者差別解消法に基づく大阪府障がい者差別楷書条例につき、合理的配慮

を現在の「努力義務」から「義務」規程へと見直すことが、今年度の議会で決議されること

となったことが報告された。変更されても、「負担になりすぎない範囲で」という留保条件

があるため、努力義務と本質的に変わらないとの府の見解が示された。変更案が議会に上程

される場合は、府の担当者から連絡があるため、その際は理事会にて報告する。 

 

５）理事の手引き 

 議長より、本理事会終結後に、新理事を対象としたオリエンテーションが行われることが

報告され、当該オリエンテーションにて使用する資料が配布され、これを確認した。 

 

 

 以上をもって本日の議事が終了したので、この議事録が正確であることを証するため、 

出席した会長及び監事は記名押印する。 

 

 ２０２０年７月９日 

 

会 長  立石 容子 

 

 

 

監 事  安田 照美 

 

 

 

監 事  前久保邦昭 

 

 

 

監 事  雨師みよ子 


